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業務委託先募集要領 
１ 業務の名称 

  バス運転士担い手確保広報業務 

 

２ 業務の目的 

深刻化するバス運転士の担い手不足によって、京都市域において路線バスの減便等が相次

いでいる。人と公共交通優先の「歩くまち・京都」を実現するため、市民や観光客等の円滑

な移動の確保に向けて、バス運転士の担い手を確保する必要がある。 

本業務は、職業としての路線バス運転士のイメージアップを図るとともに、路線バス運転

士として働く新しい担い手の発掘を目的に、動画広告の作成・発信及び京都市内を運行する

路線バスの車体広告を活用した情報発信について委託するものである。 

 

３ 委託業務内容 

  別紙「仕様書」のとおり 

 

４ 応募資格 

  応募の資格者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１） 上記２の本事業の趣旨を十分に理解し、公益に資する意思を持って本事業に参加する

者であること。 

（２） 京都市契約事務規則第２２条１項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登録してい

る者であること。 

（３） 参加表明から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９条

第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。 

（４） 代表者が成年被後見人、被補佐人又は破産者でないこと。 

（５） 委託事業の実施に当たり許認可や免許等が必要な場合、その許認可や免許等を受けて

いること又はその見込みがあること。 

（６） 国税又は地方税を滞納していないこと。 

（７） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（８） 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 

（９） 自らが提案した企画・運営内容を自らが遂行するのに必要な経営基盤を有し、かつ資

金等について十分な管理能力を有していること。 

 

５ 募集期間 

  令和７年３月２１日（金）午前１０時から令和７年４月１０日（木）午後５時まで 

 

６ 契約条件 

（１）契約形態 

   委託契約とする。 

（２）委託金額の上限 

   金２４，５００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 
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（３）契約期間 

   契約の日から令和８年３月３１日（火）まで 

（４）その他 

   包括的な業務の再委託を禁止する。ただし、一部の履行を第三者に委託する必要がある

場合は、あらかじめ本市の承認を得ること。 

 

７ 応募手続等 

  公募に応募するものは、次に示すところにより、別添様式『プロポーザル参加表明書（以

下「参加表明書」という。）』及び企画提案書等を提出するものとする。 

（１）担当部局（提出先） 

   〒６０４－８５７１ 

   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

   京都市都市計画局歩くまち京都推進室（担当：権藤、池田） 

   ＴＥＬ（０７５）２２２－３４８３ ＦＡＸ（０７５）２１３－１０６４ 

   メール：trafficpolicy@city.kyoto.lg.jp（池田宛） 

（２）各種必要書類の提出 

  ア 提出書類及び提出部数 

  （ア）参加表明書等（別添様式１～５）  １部 

  （イ）応募資格を満たすことを証明する書類  １部 

    （会社案内、登記簿謄本、直近の決算書等） 

  （ウ）企画提案書（別添様式６～８）  ６部 

    ・ 企画提案書は本事業に関する企画提案を行うものとし、様式は特に定めないが、

別紙「仕様書」に沿った動画の絵コンテ及び車体広告案を提出すること。 

    ・ 企画提案書には動画広告の配信媒体、配信回数を明記すること。また、配信媒体

ごとに費用の内訳を記載すること。車体広告については、バスの規格、立面図、平

面図等により、デザインイメージが分かるようにできる限り具体的な内容とし、デ

ザインコンセプトを記載すること。 

    ・ 別紙「仕様書」を十分理解したうえで、８（２）審査基準を参考に作成するもの

とする。 

    ・ ただし、Ａ４横書き（図表等についてＡ３を用いる場合は、Ａ４版に折り畳むこ

と）にまとめること。 

  （エ） 見積書（任意様式） １部 

      提案された業務一切に係る積算根拠を明示すること。 

  イ 提出期限 

    令和７年４月１０日（木）午後５時（必着） 

  ウ 提出場所及び提出方法 

    上記「７（１）担当部局（提出先）」へ持参又は郵送（提出期限必着）すること。 

なお、持参する際は、あらかじめ来庁時刻の目安を電話で報告してから来庁すること。 
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（３）仕様書等に関する質問 

  ア 質問者 

    本書及び仕様書について質問できる者は、上記「４応募資格」を満たすものに限る。 

  イ 質問の受付担当部局 

    上記「７（１）担当部局（提出先）」と同じ。 

  ウ 質問方法 

    文書（様式自由）により行うものとし、郵送、ＦＡＸ又はメール（ただし着信を確認

すること。）のいずれの方法でも可能とする。 

  エ 質問の受付期間及び受付時間 

    令和７年３月２４日（月）から令和７年３月２８日（金）まで 

各日午前９時から午後４時まで 
  オ 回答 

    令和７年４月３日（木）までに、京都市都市計画局歩くまち京都推進室ホームページ

にて公開する。回答は、本募集要領と一体のものとして効力を有するものとする。 

（４）注意事項 

  ア 公募手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨及び日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第51号）によるものとする。 

  イ 次の事項に該当する場合、失格となる場合がある。失格となった場合は、京都市から

通知する。 

  （ア）提出期限、提出先等、提出方法に適合しないもの。 

  （イ）指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

  （ウ）虚偽の内容が記載されているもの。 

  ウ その他 

  （ア）提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

  （イ） 提出された企画提案書は、受託者の選定以外に提案者に無断で使用しない。ただし、

提案内容について今後の参考にすることがある。 

  （ウ）提出書類は、受託候補者選定作業に必要な範囲において複製することがある。 

  （エ）提出期限以降の企画提案書の差替え及び再提出は認めない。 

  （オ）全ての提出書類は返却しない。 

 

８ 提案の審査、選定等 

（１）審査方法 

   提出書類に基づき、「バス運転士担い手確保広報業務受託候補者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）」において選定する。 

   なお、企画提案内容について説明を求めるため、書類審査に加え、ヒアリング審査を実

施する場合がある。京都市からその旨の通知があった場合は、企画提案内容について説明

できる者を選定委員会へ出席させること。 
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（２）審査基準 

評価項目
配
点

　　　評価目安
　Ａ（配点×１）
　Ｂ（配点×0.8）
　Ｃ（配点×0.6）
　Ｄ（配点×0.4）
　Ｅ（配点×0）

業務全般 10

Ａ：非常に優れている
Ｂ：優れている
Ｃ：概ね妥当である
Ｄ：一部妥当でない
Ｅ：全く妥当でない

20

Ａ：非常に優れている
Ｂ：優れている
Ｃ：概ね妥当である
Ｄ：一部妥当でない
Ｅ：全く妥当でない

10

Ａ：非常に優れている
Ｂ：優れている
Ｃ：概ね妥当である
Ｄ：一部妥当でない
Ｅ：全く妥当でない

30

Ａ：非常に優れている
Ｂ：優れている
Ｃ：概ね妥当である
Ｄ：一部妥当でない
Ｅ：全く妥当でない

業務実施体制 10

Ａ：十分に確保できている
Ｂ：確保できている
Ｃ：概ね確保できている
Ｄ：やや体制に不安あり
Ｅ：体制に不安がある

業務実績 10

Ａ：非常に高度な実績がある
Ｂ：高度な実績がある
Ｃ：多種の実績がある
Ｄ：実績がある
Ｅ：実績がない

見積経費 5

所在地 5

Ａ：本店の所在地が京都市内
Ｃ：支店の所在地が京都市内
Ｅ：本店支店ともに京都市内
　　にない

100合計

本店、支店等の所在地が京都市内にあ
るか。

評価事項

業務の目的を十分理解した提案である
か。

仕様書に定められた業務を的確かつ迅
速に実施するために必要な体制を確保
しているか。

本業務に類似又は関連する業務の実績
があるか。

動画広告について効果的かつ効率的な
広告媒体、配信方法の提案がなされて
いるか。

業務の目的を達するために有効な車体
広告案であるか。

見積価格を相対的に評価する（※）。

企画提案内容

業務の目的を達するために有効かつ、
広告媒体を想定した効果的な動画案で
あるか。

 

※ 見積金額の評価基準 

Ａ：最低金額以上、（最低金額＋（上限価格－最低金額）×1/5）未満 

Ｂ：（最低金額＋（上限価格－最低金額）×1/5）以上、（最低金額＋（上限価格－最低金額）×2/5）未満  

Ｃ：（最低金額＋（上限価格－最低金額）×2/5）以上、（最低金額＋（上限価格－最低金額）×3/5）未満 

Ｄ：（最低金額＋（上限価格－最低金額）×3/5）以上、（最低金額＋（上限価格－最低金額）×4/5）未満 

Ｅ：（最低金額＋（上限価格－最低金額）×4/5）以上、上限価格以下 

※ 最低金額：各提案者から提出された見積価格の最低金額とする。ただし、提出された見積

価格が１６，４００千円を下回るときは、最低金額を１６，４００千円とする。 
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（３）決定 

   選定委員会の審査結果を踏まえて、京都市が業務受託候補者を決定する。 

（４）通知 

   選定結果については、全応募者に対し郵送で通知する。 

（５）契約 

   選定委員会において業務受託候補者に選定された者と、委託見積限度額の範囲で交渉し、

協議のうえ契約する。契約内容については、別紙「仕様書」及び業務受託候補者の「企画

提案書」を踏襲するものとするが、やむを得ず契約内容を変更する必要がある場合は、協

議のうえ内容を決定するものとする。 

   なお、契約が不調に終わった場合は、次点の者と協議を行い、契約相手を決定する。 

 

９ その他 

（１） 委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な

実施のために、定期的に京都市と連絡調整を行うこと。 

（２） 本事業に係る会計実施検査が行われる場合は協力すること。 

（３） 本業務を通じて著作権や特許権等の知的財産権が生じた場合、その権利は全て京都市

に帰属するものとする。 


